
[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（改良）（第1-3工区）等基本設計

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年4月17日

契 約 業 者 名 八千代エンジニヤリング株式会社　大阪支店

契約業者の住所 大阪市中央区城見１丁目４番７０号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥40,304,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥40,304,000

　本業務は、和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第1-3工区）等について、地震・津波
対策を講じるため基本設計を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が45者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に34者
から問い合わせがあり、2者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている2者に技術提
案書の提出を求めたところ、2者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である 八千代エンジニヤリング株式会
社　大阪支店 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年4月17日

履行期間（至） 令和6年2月29日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第1-3工区）等について、地震・津波
対策を講じるため基本設計を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 管内技術課題検討支援業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年5月18日

契 約 業 者 名 一般財団法人沿岸技術研究センター

契約業者の住所 東京都港区西新橋一丁目１４番２号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥12,650,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥12,661,000

　本業務は、近畿管内における港湾施設に関する技術課題に対し、技術検証や検討を行うと
ともに、技術課題に精通した有識者への意見聴取会等を実施し技術支援を行うものである。

　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が30者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に18者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 一般財団法人沿岸技術研究センター の提案は、当所の要求
する要件を満たしていたため、 一般財団法人沿岸技術研究センター と契約を行うものであ
る。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年5月18日

履行期間（至） 令和6年2月19日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、近畿管内における港湾施設に関する技術課題に対し、技術検証や検討を行うと
ともに、技術課題に精通した有識者への意見聴取会等を実施し技術支援を行うものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 港湾施設の調査・設計技術に関する支援業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年6月15日

契 約 業 者 名 一般財団法人沿岸技術研究センター

契約業者の住所 東京都港区西新橋一丁目１４番２号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥21,010,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥21,109,000

　本業務は、調査・設計業務における適切な業務成果の取得を目的として、調査・設計業務に
関する技術情報の収集及び港湾施設等の調査・設計業務に係わる技術者の育成支援を行う
ものである。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が66者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に21者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 一般財団法人沿岸技術研究センター の提案は、当所の要求
する要件を満たしていたため、 一般財団法人沿岸技術研究センター と契約を行うものであ
る。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年6月15日

履行期間（至） 令和6年3月15日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、調査・設計業務における適切な業務成果の取得を目的として、調査・設計業務に
関する技術情報の収集及び港湾施設等の調査・設計業務に係わる技術者の育成支援を行う
ものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 神戸港臨港道路(湾岸西伸)の施工課題に関する検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年7月6日

契 約 業 者 名 
神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿岸技術研究センター・日本工営
設計共同体

契約業者の住所 東京都港区西新橋一丁目１４番２号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥24,860,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥25,014,000

　本業務は、大阪湾岸道路西伸部の大規模な海上部主塔基礎を施工するにあたり、「支持力」
「鋼管矢板継手の嵌合可否」など設計思想に照らし影響の大きい施工課題に対する対応方針
等を事前に検討するものである。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が72者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に41者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿
岸技術研究センター・日本工営設計共同体 の提案は、当所の要求する要件を満たしていた
ため、 神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿岸技術研究センター・日
本工営設計共同体 と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年7月6日

履行期間（至） 令和6年3月25日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

本業務は、大阪湾岸道路西伸部の大規模な海上部主塔基礎を施工するにあたり、「支持力」
「鋼管矢板継手の嵌合可否」など設計思想に照らし影響の大きい施工課題に対する対応方針
等を事前に検討するものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 港湾施設の延命化方策技術検討業務

分任支出負担行為担当官
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所長

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年9月20日

契 約 業 者 名 一般財団法人沿岸技術研究センター

契約業者の住所 東京都港区西新橋一丁目１４番２号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥25,190,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥25,322,000

　本業務は、インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、近畿地方整備局管内の港湾施設が
、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるため、設計供用期間を超えて施設の供
用を維持する延命化方策について検討するものである。
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が83者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に29者
から問い合わせがあり、1者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている1者に技術提
案書の提出を求めたところ、1者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、 一般財団法人沿岸技術研究センター の提案は、当所の要求
する要件を満たしていたため、 一般財団法人沿岸技術研究センター と契約を行うものであ
る。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年9月20日

履行期間（至） 令和6年3月15日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、近畿地方整備局管内の港湾施設が
、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるため、設計供用期間を超えて施設の供
用を維持する延命化方策について検討するものである。

随意契約による
こととした理由



[標準様式例7-3]

業 務 の 名 称 近畿管内における中長期での環境再生に関する技術検討業務

分任支出負担行為担当官　代理
契約担当官等の氏 近畿地方整備局
名並びにその所属 神戸港湾空港技術調査事務所　副所長　水谷　享二

する部局の名称及

び所在地 近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所

神戸市中央区小野浜町7－30

契 約 年 月 日 令和5年11月15日

契 約 業 者 名 一般財団法人沿岸技術研究センター

契約業者の住所 東京都港区西新橋一丁目１４番２号

契 約 金 額 ( 税 込 ) ¥11,770,000

予 定 価 格 ( 税 込 ) ¥11,803,000

　本業務は、港湾構造物への適用を前提に、中長期的環境再生メニューを幅広く収集・提案
し、実装に向けたケーススタディを行うにあたり、解決すべき技術的課題について整理・検討を
行うものである。検討に当たっては、有識者で構成する検討会を開催する
　なお、本業務の内容が技術的に高度なものであり、提出された技術提案に基づいて仕様書
を作成する方が優れた成果を期待できる業務であるため簡易公募型プロポーザル方式により
技術提案の公募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するも
のである。

　参加可能業者が65者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に31者
から問い合わせがあり、2者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている2者に技術提
案書の提出を求めたところ、2者から技術提案書の提出があった。

　技術提案書を審査した結果、提案が総合的比較優位である 一般財団法人沿岸技術研究セ
ンター と契約を行うものである。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき随意契約を行うものである。

業　務　場　所 － 　 

業　務　区　分 建設コンサルタント等

履行期間（自） 令和5年11月15日

履行期間（至） 令和6年3月25日

備　　　　　考

随意契約結果及び契約の内容

業  務  概  要 

　本業務は、港湾構造物への適用を前提に、中長期的環境再生メニューを幅広く収集・提案
し、実装に向けたケーススタディを行うにあたり、解決すべき技術的課題について整理・検討を
行うものである。検討に当たっては、有識者で構成する検討会を開催する

随意契約による
こととした理由
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